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薬学教育（6 年制）第三者評価アンケートまとめ・一部改訂評価基準案（新旧対照表） 

 
【はじめに】 
日本薬学会第三者評価実施小委員会は、文部科学省の平成 18 年度認証評価調査研究ならびに平成 19

年度大学評価研究委託事業の一環として、「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準案」に関するアン

ケート調査と回答結果の取り纏めを実施した。アンケートは、＜その 1：第三者評価基準の内容の各大

学での実施・計画状況＞、＜その 2：「各基準、観点に対する意見＞、＜その 3：「評価基準のコンセプ

ト・追加すべき項目・今後の進め方＞の 3 項目とした（４頁参照）。アンケートの回答は全国 66 校から

寄せられ、未回答は２校であった。 
本小委員会では各大学のご協力に心より感謝する次第である。 
 

【アンケート結果の取り扱いについて】 
・ アンケート＜その１＞については、基準ごとの実施状況・実施計画を尋ねた内容であり、各大学

からの回答を集計し、結果をまとめた。 
・ アンケート＜その２＞、＜その３＞では評価基準に対する多くの意見を集めることができた。本

小委員会では各大学、日本薬剤師会および日本病院薬剤師会の意見を評価基準に反映すべく検討

し、「評価基準案の一部改訂案」としてまとめるに至った。検討の経緯ならびに改訂案を報告する。 
 

【アンケート＜その１＞のまとめ】 
・ 全 71 基準中 65 基準において、「既に実施している（部分実施を含む）」あるいは「今後実施する

予定である」と回答した大学数が全体の 90％を超えた。この結果から、多くの大学が評価基準の

項目を「実施すべき事項としてとらえている」と判断できる。「既に実施している」あるいは「今

後実施する予定である」と回答した大学の合計が全体の 90％に満たなかった基準は以下の６基準

であった。 
 

２．医療人教育の基本的内容 
 (２-３) 医療安全教育 
 【基準 ２-３-１】薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行わ

れていること。 
 (２-４) 生涯学習 
 【基準 ２-４-１】医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が

行われていること。 
４．実務実習 
 (４-２）薬学共用試験 
 【基準 ４-２-３】薬学共用試験（CBT および OSCE）の実施結果が公表されていること。 

５．問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１）自己研鑽・参加型学習 

 【基準 ５-１-２】充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

 (５-２) 卒業研究の実施 

 【基準 ５-２-１】研究課題を通して，新しい発見に挑み，科学的根拠に基づいて問題点を解決する

能力を修得し，それを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行わ

れていること。 

１１. 社会との連携 

 【基準 １１-４】国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努め

ていること。 
 

なお、「既に実施している」あるいは「今後実施する予定である」と回答した大学の合計の全体

に対する割合を 90％ではなく 80％とすると、該当基準は 1 項目（基準５－１－２）となる。 
 



 

・ 上記の結果は、「現時点で多くの大学がすでに薬学教育第三者評価の各基準について、高い達成度

にある、あるいはその準備状況が整っている」ことを示しており、当初、「提案した評価基準の達

成があたかも容易である」との印象を与えるという懸念が小委員会で議論された。しかし、議論

の結果、以下のように判断できるという結論に至った。今回のアンケート結果は、実際には６年

制開始年度における各大学の実施・準備状況が確認された、すなわち、ほぼ全ての基準項目にお

いて各大学が実施および準備を開始していることを知る結果となったに過ぎない。実際の第三者

評価においては「基準を満たしているか否か」が評価の対象となり、基準を満たしていることを

証明するためには、“根拠となる資料”すなわちエビデンスを提示する必要があり、評価の予備実

施ならびに本格実施にむけて多くの課題があるといえる。以上のように、本小委員会としては、

アンケートの＜その１＞の結果が必ずしも評価基準の容易であることを示すものではないことを

改めて確認した次第である。 

 

・ 評価基準を満たすことを目標に各大学が取り組んでいくことが、新たな６年制薬学教育の質の向

上に役立つものと確信している。各大学で実施された本アンケートへの回答が、平成 18 年度に始

まった 6年制薬学教育の評価基準を用いた自己点検の端緒となれば幸いである。 

 

【アンケート＜その２＞＜その３＞のまとめ】 

アンケート＜その２＞については全国 66 校から回答があり、自由記述のアンケート＜その３＞に

ついては 50 校の大学から意見が寄せられた。アンケート＜その３＞については、日本薬剤師会、日

本病院薬剤師会からも貴重な意見を頂くことができた。 
 

・ アンケート＜その２＞において、基準・観点に対して全く「×」を付けなかった大学が 31 校（47％）、

１個だけ「×」を付けた大学は 6 校であった。また、アンケート＜その３＞の回答にも、評価基

準案に対してポジティブなコメントが大学 17 校と日本薬剤師会、日本病院薬剤師会から寄せられ

た。これらの結果より、「多くの大学が本第三者評価基準案を承認している」と解釈できる。 
 
・ 一方、アンケート＜その２＞において 5 校以上から不適切であると判断されて「×」を付けられ

た基準および観点は 9 項目あった。これらの基準および観点を中心に、本小委員会では、「各大学

から寄せられた意見を反映させる」ことをめざして、改訂の作業部会ならびに小委員会を３回開

催した。なおアンケート＜その３＞（総数 230 件）の意見として、評価基準および観点に関する

問題点が多く指摘されたので（105 件）、これらの意見も評価基準改訂作業に活かした。加えて、

今回の基準案改訂の検討にあたっては、1 校からでも「×」が付けられたり、意見が記されたりし

た項目についても精査し、「少数意見」として反映させることも試みた。 
 
・ アンケート＜その３＞の回答の中には、“基本的なあり方”、“評価の実施方法”などに関するコメ

ントが多く含まれており、今後の第三者評価実施に向けての参考とすることとした。 
 
以上の背景の下に「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準案」の一部改訂作業を進めた。改訂

を行った 18 個の基準・観点については、改訂箇所と改訂理由を新旧対照表としてまとめたので参照

して頂きたい。 
 



 

【「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準：平成 19 年度版」の提案】 
薬学教育第三者評価の評価基準案の作成は平成 17 年度に始められ、以来 3 年間にわたって日本薬

学会薬学教育改革大学人会議、全国薬科大学長・薬学部長会議、科学研究費研究班、文部科学省研究

委託事業等を基盤としたいわゆる「委員会活動」として進められてきた。今回、この基準案に対する

各大学からの意見を反映させるべく広くアンケートを行った次第である。本小委員会では、アンケー

ト内容を重く受け止め、各大学の意見を十分に反映させた改訂案を、「薬学教育（6 年制）第三者評価 

評価基準－平成 19 年度版」としてここに提案する。 
あわせて、本小委員会としては評価基準内容に関する議論を、現時点で一旦休止することを提案す

る。今後は早急に第三者評価の実施体制構築に取組み、各大学での自己点検と第三者評価の実施に向

けた準備を進めることとしたい。本評価基準の妥当性については、自己点検および第三者評価トライ

アルを実施することにより検証でき、検証の結果によっては改めて基準の改訂について検討すること

を提案する。 
 



 

 

アンケート その１ 

各項目に明記してある評価基準をご覧になり、貴大学での現在、あるいは

将来の教育と関連させてご回答ください。 

 

「既に実施している（部分的実施も含む）」 ----- イ の欄に○を記入 

「今後、実施する予定である」 ----- ロ の欄に○を記入 

「これまで計画していなかったが、今後検討してみる」 

----- ハ の欄に○を記入 

「その他」 ----- ニ の欄に○を記入 

 

（回答される際には、観点を視野に入れてご回答ください） 

 

アンケート その２ 

（１）具体的な評価基準・観点に対する貴大学のご意見を充分ご検討の上、

適切と思われない評価基準・観点には、×印を直接本冊子の該当箇所に

記入して送付してください。 

 

アンケート その３ 

（１）本評価基準の構成とコンセプトへのご意見をお聞かせください。 

（２）第三者評価基準として、さらに採用すべき評価項目・評価基準・観点

があれば、ご指摘ください。 

（３）今後の第三者評価の進め方について、ご意見を自由にお書きください。 

 



 

 

 

 

 

薬学教育（６年制）第三者評価 

 

評価基準案 

 
 

 アンケートその１集計結果 
 

 

 

 

 

各項目に明記してある評価基準をご覧になり、貴大学での現在、あるいは

将来の教育と関連させてご回答ください。 

 

「既に実施している（部分的実施も含む）」 ----- イ の欄に○を記入 

 

「今後、実施する予定である」 ----- ロ の欄に○を記入 

 

「これまで計画していなかったが、今後検討してみる」 

----- ハ の欄に○を記入 

 

「その他」 ----- ニ の欄に○を記入 

 

（回答される際には、観点を視野に入れてご回答ください） 

 

 

 



理念と目標 

１ 理念と目標 

【基準 １-１】 

各大学独自の工夫により，医療人としての薬剤師に必要な学識及びその応用能力並びに薬剤師とし

ての倫理観と使命感を身につけるための教育・研究の理念と目標が設定され，公表されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  3   
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【観点 １-１-１】理念と目標が，医療を取り巻く環境，薬剤師に対する社会のニーズ，学生の

ニーズを適確に反映したものとなっていること。 

【観点 １-１-２】理念と目標が，教職員及び学生に周知・理解され，かつ広く社会に公表され

ていること。 

【観点 １-１-３】資格試験合格のみを目指した教育に偏重せず，卒業研究等を通じて深い学識

及びその応用能力等を身に付けるための取組が行われていること。 

 

【基準 １-２】 

理念と目標に合致した教育が具体的に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

50  16   
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【観点 １-２-１】目標の達成度が，学生の学業成績及び在籍状況並びに卒業者の進路及び活動

状況，その他必要な事項を総合的に勘案して判断されていること。 

 

 



教育プログラム 

２ 医療人教育の基本的内容 

(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【基準 ２-１-１】 

医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を醸成する態度を身

につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が体系的かつ効果的に行われて

いること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

51  13 2  
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【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相応しい行動を

とるために必要な知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行われ

ていること。 

【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成する教育が行

なわれていること。 

【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立場，環境を理

解し，相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技能，及び態度を身

につけるための教育が行われていること。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，「(2-2) 教養教育・語学教育」と合わせて，卒業要件の１／５

以上に設定されていることが望ましい。 

 

(２-２) 教養教育・語学教育 

【基準 ２-２-１】 

見識ある人間としての基礎を築くために，人文科学，社会科学及び自然科学などを広く学び，物事

を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が体系的かつ効果的に行われている

こと。 

 

 イ ロ ハ ニ 

59  7   
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【観点 ２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にするなど，幅広い教養教育プログラム

が提供されていること。 

【観点 ２-２-１-２】学生や社会のニーズに応じた選択科目が用意され，時間割編成における配

慮がなされていること。 

【観点 ２-２-１-３】薬学領域の学習と関連付けて履修できるカリキュラム編成が行われている

ことが望ましい。 

 

【基準 ２-２-２】 

社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語学教育が体系的かつ効

果的に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 46  15 4  
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【観点 ２-２-２-１】英語教育には，「読む」，「書く」，「聞く」，「話す」の全ての要素を取り入

れるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会などで必要とされる英語力を身につけるため

の教育が行われるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-３】英語教育が全学年にわたって行われていることが望ましい。 

 

(２-３) 医療安全教育 

【基準 ２-３-１】 

薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

33  24 9  
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【観点 ２-３-１-１】薬害，医療過誤，医療事故の概要，背景及びその後の対応に関する教育が

行われていること。 

 

 



【観点 ２-３-１-２】教育の方法として，被害者やその家族，弁護士，医療における安全管理者

を講師とするなど，学生が肌で感じる機会提供に努めるとともに，学生の

科学的かつ客観的な視点を養うための教育に努めていること。 

 

(２-４) 生涯学習 

【基準 ２-４-１】 

医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が行われているこ

と。 

 

 イ ロ ハ ニ 

40  19 7  
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【観点 ２-４-１-１】医療現場で活躍する薬剤師などにより医療の進歩や卒後研修の体験談など

に関する教育が行われていること。 

 

(２-５) 自己表現能力 

【基準 ２-５-１】 

自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識，技能及び態度を修得するための教育が行

われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  16 4  
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【観点 ２-５-１-１】聞き手及び自分が必要とする情報を把握し，状況を的確に判断できる能力

を醸成する教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-２】個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成する教育が行われて

いること。 

【観点 ２-５-１-３】全学年を通して行われていることが望ましい。 

 



３ 薬学教育カリキュラム 

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

【基準 ３-１-１】 

教育課程の構成と教育目標が，薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

61  5   
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【観点 ３-１-１-１】各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され，それらが薬学教育モ

デル・コアカリキュラムの教育目標に適合していること。 

 

【基準 ３-１-２】 

各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  19 1  
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【観点 ３-１-２-１】講義，演習，実習が有機的に連動していること。 

【観点 ３-１-２-２】医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例，医療現場での具体例，

製剤上の工夫などを組み込むよう努めていること。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関係者・製薬企業関係者との交流体制が整備され，

教育へ直接的に関与していることが望ましい。 

 

 



【基準 ３-１-３】 

各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

61  3 2  
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【観点 ３-１-３-１】当該科目と他科目との関連性に配慮した編成を行い，効果的な学習ができ

るよう努めていること。 

 

【基準 ３-１-４】 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

56  10   
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【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実習が十分

に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であること。 

 

【基準 ３-１-５】 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

60  5 1  
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【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなされている

こと。 

 

 (３-２) 大学独自の薬学専門教育の内容 

【基準 ３-２-１】 

大学独自の薬学専門教育の内容が，理念と目標に基づいてカリキュラムに適確に含まれていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

52  12 2  
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【観点 ３-２-１-１】大学独自の薬学専門教育として，薬学教育モデル・コアカリキュラム及び

実務実習モデル・コアカリキュラム以外の内容がカリキュラムに含まれて

いること。 

【観点 ３-２-１-２】大学独自の薬学専門教育内容が，科目あるいは科目の一部として構成され

ており，シラバス等に示されていること。 

【観点 ３-２-１-３】学生のニーズに応じて，大学独自の薬学専門教育の時間割編成が選択可能

な構成になっているなど配慮されていることが望ましい。 

 

 (３-３) 薬学教育の実施に向けた準備 

【基準 ３-３-１】 

学生の学力を，薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための教育プログラムが適切

に準備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

57  8  1 
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【観点 ３-３-１-１】個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラムが適切に準

備されていること。 

【観点 ３-３-１-２】観点３-３-１-１における授業科目の開講時期と対応する専門科目の開講

時期が連動していること。 

 



４ 実務実習 

(４-１) 実務実習事前学習 

【基準 ４-１-１】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し，実務実習事前学習が適切に行われている

こと。 

 

 イ ロ ハ ニ 

29  36  1 
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【基準 ４-１-２】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

32  34   
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【基準 ４-１-３】 

実務実習事前学習に関わる指導者が，適切な構成と十分な数であること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

24  40 2  
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【基準 ４-１-４】 

実施時期が適切に設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 35  30   
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【観点 ４-１-４-１】実務実習における学習効果が高められる時期に設定されていること。 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務事前学習の終了が離れる場合には，実務実習の直前

に実務実習事前学習の到達度が確認されていることが望ましい。 

 

(４-２) 薬学共用試験 

【基準 ４-２-１】 

実務実習を履修する全ての学生が薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を通じて実務実習を行うために

必要な一定水準の能力に達していることが確認されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

11  53 1 1 
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【基準 ４-２-２】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

32  34   
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【観点 ４-２-２-１】薬学共用試験センターの「実施要綱」（仮）に沿って行われていること。 

【観点 ４-２-２-２】学内のCBT委員会およびOSCE委員会が整備され，機能していること。 

【観点 ４-２-２-３】CBTおよびOSCEを適切に行えるよう，学内の施設と設備が充実しているこ

と。 

 

【基準 ４-２-３】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施結果が公表されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 6  53 3 3 
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【観点 ４-２-３-１】実施時期，実施方法，受験者数，合格者数及び合格基準が公表されている

こと。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４-２-３-１の情報を報告するよう努めているこ

と。 

 

【基準 ４-２-４】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

2 43  21   
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【観点 ４-２-４-１】CBT問題の作成と充実に努めていること。 

【観点 ４-２-４-２】OSCE評価者の育成等に努めていること。 

 

 



(４-３) 病院・薬局実習 

【基準 ４-３-１】 

実務実習の企画・調整，責任の所在，病院・薬局との緊密な連携等，実務実習を行うために必要な

体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

39  27   
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【観点 ４-３-１-１】実務実習委員会が組織され，機能していること。 

【観点 ４-３-１-２】薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。 

 

【基準 ４-３-２】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して設定され，実務実習が適切に実施されて

いること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

19  47   
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【基準 ４-３-３】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して実施されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

17  48  1 
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【観点 ４-３-３-１】実務実習の期間は５ヶ月以上であり，病院と薬局における実務実習の期間

が各々標準（２．５ヶ月）より原則として短くならないこと。 

 

【基準 ４-３-４】 

学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 26  37 2  
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【観点 ４-３-４-１】学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され，配属が公正に行われてい

ること。 

【観点 ４-３-４-２】学生の配属決定に際し，通学経路や交通手段への配慮がなされていること。 

【観点 ４-３-４-３】遠隔地における実習が行われる場合は，大学教員が当該学生の実習及び生

活の指導を十分行うように努めていること。 

 

【基準 ４-３-５】 

実習先の指導者と学部・学科との間で実習期間中に適切な連携が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 25  39 1  
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【観点 ４-３-５-１】事前打ち合わせ，巡回，実習指導，評価およびそのフィードバックなどに

おいて適切な連携がとられていること。 

 

 



【基準 ４-３-６】 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 26  37 2  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-３-６-１】実習先の指導者との間で，学生による関連法令の遵守や，守秘義務等に関

する適切な指導監督についてあらかじめ協議し，その確認方法が整備され

ていること。 

【観点 ４-３-６-２】実務実習において，学生による関連法令の遵守が確保されていることが確

認されていること。 

 

【基準 ４-３-７】 

評価基準を設定して，学生と実習先の指導者に事前に提示したうえで，実習先の指導者との連携の

下，適正な評価が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 24  39 2  
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【基準 ４-３-８】 

学生，実習先の指導者，教員の間で，実習内容，実習状況及びその成果に関する評価のフィードバ

ックが，実習期間中に適切に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 16  46 3  
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５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 ５-１-１】 

全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

37  25 4  
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【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされていること。 

【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であること。 

 

【基準 ５-１-２】 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 17  35 10 3 
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【観点 ５-１-２-１】問題立脚型学習（PBL）が，全学年で実効を持って行われるよう努めてい

ること。 

【観点 ５-１-２-２】問題立脚型学習（PBL）の単位数が卒業要件単位数（但し，実務実習の単

位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。 

 

 



(５-２)卒業研究の実施 

【基準 ５-２-１】 

研究課題を通して，新しい発見に挑み，科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を修得し，そ

れを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 27  32 5 1 
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【観点 ５-２-１-１】薬学の知識を総合的に理解し，医療・社会に貢献する技能，態度の醸成に

つながる研究課題を取り上げるよう努めていること。 

【観点 ５-２-１-２】卒業実習カリキュラム（日本薬学会）に準拠して，問題解決能力を醸成す

るためのプログラムが立案され，実行されていることが望ましい。 

【観点 ５-２-１-３】卒業研究が必修単位とされており，実施時期及び実施期間が適切に設定さ

れていること。 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催する卒業研究発表会が開催され，卒業論文が作成されて

いること。また両者は公開されていることが望ましい。 

 

学生 

６ 学生の受入 

【基準 ６-１】 

教育の理念と目標に照らしてアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）が設定され，公表され

ていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 51  11 3  
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【観点 ６-１-１】アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定するための責任ある体

制がとられていること。 

【観点 ６-１-２】入学志願者に対して，アドミッション・ポリシーなど学生の受入に関する情

報が事前に周知されていること。 

 



【基準 ６-２】 

学生の受入に当たって，入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

56  8 2  
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【観点 ６-２-１】責任ある体制の下，入学者の適性及び能力の評価など学生の受入に関する業

務が行われていること。 

【観点 ６-２-２】入学者選抜に当たって，入学後の教育に求められる基礎学力が適確に評価さ

れていること。 

【観点 ６-２-３】医療人としての適性を評価するため，入学志願者に対する面接が行われてい

ることが望ましい。 

 

【基準 ６-３】 

入学者定員が，教育の人的・物的資源の実情に基づいて適正に設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

54  10 1 1 
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【観点 ６-３-１】適正な教育に必要な教職員の数と質が適切に確保されていること（「9．教員

組織・職員組織」参照）。 

【観点 ６-３-２】適正な教育に必要な施設と設備が適切に整備されていること（「10．施設・設

備」参照）。 

 

 



【基準 ６-４】 

学生数が所定の定員数と乖離しないこと。 

 

 イ ロ ハ ニ 

49  17   
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【観点 ６-４-１】入学者の受入数について，所定の入学定員数を上回っていないこと。 

【観点 ６-４-２】入学者を含む在籍学生数について，収容定員数と乖離しないよう努めている

こと。 

 

 

７ 成績評価・修了認定 

【基準 ７-１】 

成績評価が，学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして，次に掲げる基準

に基づいて行われていること。 

（１） 成績評価の基準が設定され，かつ学生に周知されていること。 

（２） 当該成績評価基準に従って成績評価が行われていること。 

（３） 成績評価の結果が，必要な関連情報とともに当事者である学生に告知されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  3   
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【基準 ７-２】 

履修成果が一定水準に到達しない学生に対し，原則として上位学年配当の授業科目の履修を制限す

る制度が採用されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  1 2  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

 

 

 

 

 

 

【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合の取り扱い（再

履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に周知されていること。 

 

【基準 ７-３】 

公正かつ厳格な卒業認定が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 

1 42  22 1  
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【観点 ７-３-１】卒業認定に当たっては，単なる知識の修得の確認に留まらず，将来の医療人

に相応しい技能や態度の修得も確認されていることが望ましい。 

 

 



８ 学生の支援 

(８-１) 修学支援体制 

【基準 ８-１-１】 

学生が在学期間中に教育課程上の成果を上げられるよう，履修指導の体制がとられていること。 
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【観点 ８-１-１-１】入学者に対して，薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入ガイダンスが

適切に行われていること。 

【観点 ８-１-１-２】入学前の学習状況に応じて，薬学準備教育科目の学習が適切に行われるよ

うに，履修指導がなされていること。 

【観点 ８-１-１-３】履修指導（実務実習を含む）において，適切なガイダンスが行われている

こと。 

 

【基準 ８-１-２】 

教員と学生とのコミュニケーションを十分に図るための学習相談・助言体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 ８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワーなどが整備され，有効に活用され

ていること。 

 

 



【基準 ８-１-３】 

学生が在学期間中に薬学の課程の履修に専念できるよう，学生の経済的支援及び修学や学生

生活に関する相談・助言，支援体制の整備に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

65  1   

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケアなど），生活相談，ハラ

スメントの相談等のために，保健センター，学生相談室を設置するな

ど必要な相談助言体制が整備され，周知されていること。 

【観点 ８-１-３-２】医療系学生としての自覚を持たせ，自己の健康管理のために定期的な

健康診断を実施し，受診するよう適切な指導が行われていること。 

 

【基準 ８-１-４】 

学習及び学生生活において，人権に配慮する体制の整備に努めていること。 
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【基準 ８-１-５】 

学習及び学生生活において，個人情報に配慮する体制が整備されていること。 
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【基準 ８-１-６】 

身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されるとともに，身体に障害のある学生について，

施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めていること。 
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【基準 ８-１-７】 

学生がその能力及び適性，志望に応じて主体的に進路を選択できるよう，必要な情報の収集・管理・

提供，指導，助言に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 ８-１-７-１】学生がそれぞれの目指す進路を選択できるよう，適切な相談窓口を設置す

るなど支援に努めていること。 

【観点 ８-１-７-２】学生が進路選択の参考にするための社会活動，ボランティア活動等に関す

る情報を提供する体制整備に努めていること。 

 

【基準 ８-１-８】 

学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。 
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【観点 ８-１-８-１】在学生及び卒業生に対して，学習環境の整備等に関する意見を聴く機会を

設け，その意見を踏まえた改善に努めていること。 

【観点 ８-１-８-２】学習及び学生生活に関連する各種委員会においては，学生からの直接的な

意見を聴く機会を持つことが望ましい。 

 

（８-２）安全・安心への配慮 

【基準 ８-２-１】 

 学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 ８-２-１-１】実習に必要な安全教育の体制が整備されていること。 

【観点 ８-２-１-２】実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種などが実施されていること。 

【観点 ８-２-１-３】各種保険（傷害保険，損害賠償保険等）に関する情報の収集・管理が行わ

れ，学生に対して加入の必要性等に関する適切な指導が行われていること。 

【観点 ８-２-１-４】事故や災害の発生時や被害防止のためのマニュアルが整備され，講習会な

どの開催を通じて学生及び教職員へ周知されていること。 

 

 

教員組織・職員組織 

９ 教員組織・職員組織 

 (９-１) 教員組織 

【基準 ９-１-１】 

理念と目標に応じて必要な教員が置かれていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 ９-１-１-１】大学設置基準に定められている専任教員（実務家教員を含む）の数及び構

成が恒常的に維持されていること。 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一層図るために専任教員数（実務家教員を含む）

が大学設置基準に定められている数を大幅に超えるよう努めていること

（例えば，１名の教員（助手を含む）に対して学生数が１０名以内である

ことが望ましい）。 

【観点 ９-１-１-３】観点９-１-１-２における専任教員は教授，准教授，講師，助教の数と比率

が適切に構成されていることが望ましい。 

【観点 ９-１-１-４】専任教員のうち女性の配置を積極的にすすめていることが望ましい。 

 

 

【基準 ９-１-２】 

専任教員として，次の各号のいずれかに該当し，かつ，その担当する専門分野に関する教育上の指

導能力と高い見識があると認められる者が配置されていること。 

（１）専門分野について，教育上及び研究上の優れた実績を有する者 

（２）専門分野について，優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者 
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【基準 ９-１-３】 

理念と目標に応じて専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 
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【観点 ９-１-３-１】薬学における教育上主要な科目について，専任の教授又は准教授が配置さ

れていること。 

【観点 ９-１-３-２】教員の授業担当時間数は，適正な範囲内であること。 

 



【観点 ９-１-３-３】専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な資質及び能力を有する教

員（助手）及び補助者（教務職員など）が適切に配置されていることが望

ましい。 

 

【基準 ９-１-４】 

教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備され，

機能していること。 
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【観点 ９-１-４-１】教員の採用及び昇任においては，研究業績のみに偏ること無く，教

育上の指導能力等が十分に反映された選考が実施されていること。 

 

 



（９-２） 教育・研究活動 

【基準 ９-２-１】 

理念の達成の基礎となる教育活動が行われており，医療及び薬学の進歩発展に寄与していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 ９-２-１-１】医療及び薬学の進歩発展に寄与するため，時代に即応したカリキュラム変

更を速やかに行うことができる体制が整備され，機能していること。 

【観点 ９-２-１-２】時代に即応した医療人教育を押し進めるため，教員の資質向上を図ってい

ること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，教員の最近５年間における教育上又は研究上の

業績等，各教員が，その担当する分野について，教育上の経歴や経験，理

論と実務を架橋する薬学専門教育を行うために必要な高度の教育上の指

導能力を有することを示す資料が，自己点検及び自己評価結果の公表等を

通じて開示されていること。 
【観点 ９-２-１-４】専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や

社会的貢献活動も自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて開示され

ていることが望ましい。 

 

【基準 ９-２-２】 

教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われ，医療及び薬学の進歩発展に寄与してい

ること。 
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【観点 ９-２-２-１】教員の研究活動が，最近５年間における研究上の業績等で示されているこ

と。 

【観点 ９-２-２-２】最新の研究活動が担当する教育内容に反映されていることが望ましい。 

 



【基準 ９-２-３】 

教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【基準 ９-２-４】 

専任教員は，時代に適応した教育及び研究能力の維持・向上に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 
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【観点 ９-２-４-１】実務家教員については，その専門の知識経験を生かした医療機関・薬局に

おける研修などを通して常に新しい医療へ対応するために自己研鑽をして

いること。 

 

（９-３）職員組織 

【基準 ９-３-１】 

教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制を有していること。 
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【観点 ９-３-１-１】学部・学科の設置形態及び規模に応じて，職員配置を含む管理運営体制が

適切であること。 

【観点 ９-３-１-２】実務実習の実施を支援する事務体制・組織が整備され，職員が適切に配置

されていることが望ましい。 

 



 (９-４) 教育の評価／教職員の研修 

【基準 ９-４-１】 

教育の状況に関する点検・評価及びその結果に基づいた改善・向上を図るための体制が整備され，

機能していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 ９-４-１-１】教育内容及び方法，教育の成果等の状況について，代表性があるデータや

根拠資料を基にした自己点検・自己評価（現状や問題点の把握）が行われ，

その結果に基づいた改善に努めていること。 

【観点 ９-４-１-２】授業評価や満足度評価，学習環境評価などの学生の意見聴取が行われ，学

生による評価結果が教育の状況に関する自己点検・自己評価に反映される

など，学生が自己点検に適切に関与していること。 

【観点 ９-４-１-３】教員が，評価結果に基づいて，授業内容，教材及び教授技術などの継続的

改善に努めていること。 

 

【基準 ９-４-２】 

教職員に対する研修（ファカルティ・ディベロップメント等）及びその資質の向上を図るための取

組が適切に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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施設・設備 

１０ 施設・設備 

(１０-１) 学内の学習環境 

【基準 １０-１-１】 

薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドラインを円滑かつ効果的に行うための

施設・設備が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 １０-１-１-１】効果的教育を行う観点から，教室の規模と数が適正であること。 

【観点 １０-１-１-２】参加型学習のための少人数教育ができる教室が十分確保されていること。 

【観点 １０-１-１-３】演習・実習を行うための施設（実験実習室，情報処理演習室，動物実験

施設，RI 教育研究施設，薬用植物園など）の規模と設備が適切であるこ

と。 

 

【基準 １０-１-２】 

実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。 
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【観点 １０-１-２-１】実務実習事前学習のための模擬薬局・模擬病室等として使用する施設の

規模と設備が適切であること。 

 

 



【基準 １０-１-３】 

卒業研究を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。 
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【基準 １０-１-４】 

快適な学習環境を提供できる規模の図書室や自習室を用意し，教育と研究に必要な図書および学習

資料の質と数が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 １０-１-４-１】図書室は収容定員数に対して適切な規模であること。 

【観点 １０-１-４-２】常に最新の図書および学習資料を維持するよう努めていること。 

【観点 １０-１-４-３】快適な自習が行われるため施設（情報処理端末を備えた自習室など）が

適切に整備され，自習時間を考慮した運営が行われていることが望まし

い。 

 

(１０-２) 実務実習施設の学習環境 

【基準 １０-２-１】 

適正な指導者・設備を有する施設において，実務実習モデル・コアカリキュラムに適合した実務実

習が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 回答なし 
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外部対応 

１１ 社会との連携 

【基準 １１-１】 

医療機関・薬局等との連携の下，医療及び薬学の発展に貢献するよう努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 １１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会などの関係団体及び行政機関との

連携を図り，医療や薬剤師等に関する課題を明確にし，薬学教育の発展に

向けた提言・行動に努めていること。 

【観点 １１-１-２】医療界や産業界との共同研究の推進に努めていること。 

【観点 １１-１-３】医療情報ネットワークへ積極的に参加し，協力していることが望ましい。 

 

【基準 １１-２】 

薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 １１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会などの関係団体との連携・協力を図り，薬

剤師の資質向上を図るための教育プログラムの開発・提供及び実施のため

の環境整備に努めていること。 

 

 



【基準 １１-３】 

地域社会の保健衛生の保持・向上を目指し，地域社会との交流を活発に行う体制の整備に努めてい

ること。 

 

 イ ロ ハ ニ 
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【観点 １１-３-１】地域住民に対する公開講座を定期的に開催するよう努めていること。 

【観点 １１-３-２】地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動などを積極的に行

っていることが望ましい。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体制が整備され，積極的な支援活動が行われてい

ることが望ましい。 

 

【基準 １１-４】 

国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努めていること。 
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【観点 １１-４-１】英文によるホームページなどを開設し，世界への情報の発信と収集が積極

的に行われるよう努めていること。 

【観点 １１-４-２】大学間協定などの措置を積極的に講じ，国際交流の活性化のための活動が

行われていることが望ましい。 

【観点 １１-４-３】留学生の受入や教職員・学生の海外研修等を行う体制が整備されているこ

とが望ましい。 

 



点検 

１２ 自己点検・自己評価 

【基準 １２-１】 

上記の諸評価基準項目に対して自ら点検・評価し，その結果を公表するとともに，教育・研究活動

の改善等に活用していること。 
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【観点 １２-１-１】自己点検及び評価を行うに当たって，その趣旨に則した適切な項目が設定

されていること。 

【観点 １２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。 

【観点 １２-１-３】自己点検・評価を行う組織には，外部委員が含まれていることが望ましい。 

 

 

 

 

アンケートへのご協力、ありがとうございました。 
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日本薬学会 第三者評価実施小委員会



 

薬学教育（６年制）第三者評価 評価基準案（一部改訂案） 新旧対照表 
 

新 旧 備考 

（２−１）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2)～

(2-5)と合わせて，卒業要件の１／５以上

に設定されていることが望ましい。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，「(2-2) 教養教

育・語学教育」と合わせて，卒業要件の１／５以

上に設定されていることが望ましい。 

・ 基準に合わせ、(2-2)教養教育・語学教育に

(2-3)医療安全教育、(2-4)生涯学習の意欲醸成、

(2-5)自己表現能力を追加した。 

（２−２）教養教育・語学教育 

【観点 ２-２-２-３】英語力を身につけ

るための教育が全学年にわたって行われ

ていることが望ましい。 

【観点 ２-２-２-３】英語教育が全学年にわたっ

て行われていることが望ましい。 

・ 「英語教育は必ずしも科目を意味するもので

はない」ことを明示する文章に変更した。 

（２−４）生涯学習 

(２-４) 生涯学習の意欲醸成 （２-４） 生涯学習 ・基準の意図するところを反映する表現に変更し

た。 

（３−１）薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他

の医療関係者・薬事関係者との交流体制が

整備され，教育へ直接的に関与しているこ

とが望ましい。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関

係者・製薬企業関係者との交流体制が整備され，

教育へ直接的に関与していることが望ましい。 

 

・ 限定せず、より広範な領域を含む用語に変更し

た。 

（４−１）実務実習事前学習 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と

実務実習事前学習の終了が離れる場合に

は，実務実習の直前に実務実習事前学習の

到達度が確認されていることが望ましい。

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務事前

学習の終了が離れる場合には，実務実習の直前に

実務実習事前学習の到達度が確認されていること

が望ましい。 

・ 語句の訂正 

 

 

 

 



 

（４−２）薬学共用試験 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，

観点４-２-３-１の情報が提供されている

こと。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４

-２-３-１の情報を報告するよう努めていること。

・【観点 ４-２-３-１】との整合性をとるため、

変更した。 

（４−３）病院・薬局実習 

【基準 ４-３-５】 

実習先の指導者と学部・学科との間で適切

な連携が行われていること。 

【基準 ４-３-５】 

実習先の指導者と学部・学科との間で実習期間中

に適切な連携が行われていること。 

・ 実際には実習期間以外にも連携をとる事から、

表現を変更した。 

（５−１）自己研鑽・参加型学習 

【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型

学習が，全学年で実効を持って行われるよ

う努めていること。 

【観点 ５-１-２-１】問題立脚型学習（PBL）が，

全学年で実効を持って行われるよう努めている

こと。 

・ PBL を自己研鑽・参加型学習に変更し、その説

明を観点 5-1-2-3 として追加した。 

【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型

学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実

務実習の単位は除く）の１／１０以上とな

るよう努めていること。 

【観点 ５-１-２-２】問題立脚型学習（PBL）の

単位数が卒業要件単位数（但し，実務実習の単位

は除く）の１／１０以上となるよう努めているこ

と。 

・ 数字の変更ではなく、今後作成する「評価マニ

ュアル（仮称）」で具体的に明示あるいは例示す

ることで対応することとした。 

【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型

学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業

研究などをいう。 

無し ・ 【観点 ５-１-２-１】の説明として追加した。 

（５−２）卒業研究の実施 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催

する卒業研究発表会が開催され，卒業論文

が作成されていること。 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催する卒

業研究発表会が開催され，卒業論文が作成されて

いること。また両者は公開されていることが望ま

しい。 

・ 公開は特許や論文投稿の際に問題となる可能

性があるため、別な観点 5-2-1-5 とした。 

・ また、「評価マニュアル（仮称）」で具体的に明

示あるいは例示することとした。 

【観点 ５-２-１-５】卒業研究発表会は

公開されていることが望ましい。 

無し ・ 【観点 ５-２-１-４】との関連で、別な観点

として独立させた。 

 

 



 

（９−１）教員組織 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上

をより一層図るために専任教員数（実務家

教員を含む）が大学設置基準に定められて

いる数を大幅に超えるよう努めているこ

と（例えば，１名の教員（助手等を含む）

に対して学生数が１０名以内であること

が望ましい）。 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一

層図るために専任教員数（実務家教員を含む）が

大学設置基準に定められている数を大幅に超える

よう努めていること（例えば，１名の教員（助手

を含む）に対して学生数が１０名以内であること

が望ましい）。 

・ 職員の名称は各大学で異なる事があるため、助

手等という表現を追加し、さらに「評価マニュ

アル（仮称）」で明示あるいは例示することとし

た。 

・ 数字に関しては、「望ましい」項目でもあり、

且つ「実際には、多くの教員が教員増は望まし

いと思っている」事から残すこととした。 

削除 【観点 ９-１-１-４】専任教員のうち女性の配置

を積極的にすすめていることが望ましい。 

・ 機関別評価によって点検される事項のため、削

除した。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上

の職務を補助するため，必要な資質及び能

力を有する補助者が適切に配置されてい

ることが望ましい。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を

補助するため，必要な資質及び能力を有する教員

（助手）及び補助者（教務職員など）が適切に配

置されていることが望ましい。 

・ 具体的な記述は避け、補助者としてのみ記載す

る事とした。 

（９−２）教育・研究活動 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を

目指し，各教員が，その担当する分野につ

いて，教育上の経歴や経験，理論と実務を

架橋する薬学専門教育を行うために必要

な高度の教育上の指導能力を有すること

を示す資料（教員の最近５年間における教

育上又は研究上の業績等）が，自己点検及

び自己評価結果の公表等を通じて開示さ

れていること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，

教員の最近５年間における教育上又は研究上の業

績等，各教員が，その担当する分野について，教

育上の経歴や経験，理論と実務を架橋する薬学専

門教育を行うために必要な高度の教育上の指導能

力を有することを示す資料が，自己点検及び自己

評価結果の公表等を通じて開示されていること。

・表現を整理した。 

（１０−２）実務実習施設の学習環境 

【基準 １０-２-１】 

実務実習モデル・コアカリキュラムに適

合した実務実習が，適正な指導者・設備

を有する施設において行われているこ

と。 

【基準 １０-２-１】 

適正な指導者・設備を有する施設において，実務

実習モデル・コアカリキュラムに適合した実務実

習が行われていること。 

・ 評価対象をより明確にする表現に変更した。 



 

１１ 社会との連携 

【観点 １１-３-３】災害時における支援

活動体制が整備されていることが望まし

い。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体

制が整備され，積極的な支援活動が行われている

ことが望ましい。 

・ 支援活動の機会が必ずしもあるとは限らない

ため、体制整備のみとした。 
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